
 
 
 

 

 

 

 

 

雇用保険制度関係資料 

（法案審議関係） 

 

令和４年 3 月 31 日 

職業安定分科会雇用保険部会（第 170 回） 
参考資料２ 



 

令和４年 雇用保険法等改正法 審議経過 

 
 

○ 令和４年２月１日（火） ｢雇用保険法等の一部を改正する法律案｣ 

 国会提出 
 

 (衆議院) 

○ 令和４年 3 月３日（木）  衆・本会議 趣旨説明質疑 

○ 令和４年 3 月４日（金）  衆・厚労委 提案理由説明 

○ 令和４年 3 月９日（水） 衆・厚労委 質疑① 

○ 令和４年 3 月 11 日（金） 衆・厚労委 質疑② 

○ 令和４年 3 月 15 日（火） 衆・厚労委 参考人質疑 

○ 令和４年 3 月 16 日（水） 衆・厚労委 質疑③・採決 

○ 令和４年 3 月 17 日（木） 衆・本会議 採決 

 
 

（参議院） 

○ 令和４年 3 月 18 日（金） 参・本会議 趣旨説明質疑 

○ 令和４年 3 月 24 日（木） 参・厚労委 提案理由説明・質疑① 

○ 令和４年 3 月 25 日（金） 参・厚労委 参考人質疑 

○ 令和４年 3 月 29 日（火） 参・厚労委 質疑②・採決 

○ 令和４年 3 月 30 日（水） 参・本会議 法案成立 
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和
四
年
三
月
二
十
九
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参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
国
民
の
雇
用
の
安
定
と
安
心
を
確
保
す
る
こ
と
は
国
の
重
大
な
責
務
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
そ
の
実
現
に
万
全
を
期

す
こ
と
。
特
に
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
雇
用
に
与
え
た
影
響
や
、
こ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
て
き
た
各
種
の

雇
用
施
策
の
効
果
等
を
十
分
に
検
証
し
、
そ
の
教
訓
も
踏
ま
え
、
今
後
の
雇
用
安
定
化
施
策
に
活
か
す
こ
と
。 

二
、
雇
用
保
険
の
各
種
給
付
の
水
準
を
で
き
る
限
り
維
持
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
必
要
と
な
る
財
源
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 

三
、
労
働
政
策
審
議
会
の
委
員
に
対
し
、
雇
用
情
勢
及
び
雇
用
保
険
の
財
政
状
況
の
推
移
を
逐
次
報
告
す
る
と
と
も
に
、
委
員

か
ら
求
め
が
あ
っ
た
際
に
は
審
議
会
を
開
催
し
、
安
定
的
な
労
働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘
定
の
運
営
に
向
け
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
臨
機
応
変
な
検
討
を
行
う
こ
と
。 

四
、
労
働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘
定
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
積
立
金
の
水
準
を
達
成
す
る
ま
で
の
間
は
、
単
年
度
に
お
い
て
も

黒
字
と
な
る
収
支
構
造
を
目
指
し
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
等
に
よ
り
必
要
な
積
立
金
水
準
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
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積
立
金
が
必
要
な
水
準
に
達
し
た
後
も
そ
の
水
準
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
中
期
的
な
雇
用
保
険
財
政
の
運
営
方
針
と
す
る
こ

と
。 

五
、
令
和
四
年
度
の
失
業
等
給
付
に
お
い
て
は
、
労
働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘
定
の
安
定
の
観
点
か
ら
、
機
動
的
に
一
般
会
計

を
雇
用
勘
定
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
仕
組
み
の
活
用
も
含
め
、
対
応
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

六
、
社
会
保
障
関
係
費
に
現
在
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
失
業
等
給
付
の
国
庫
負
担
に
つ
い
て
、
従
来
の
国
庫
負
担
の
位
置
付
け

に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
を
堅
持
し
た
上
で
、
負
担
割
合
を
将
来
的
に
従
来
の
本
則
の
水
準
（
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と

す
る
措
置
も
含
め
、
国
の
財
政
・
財
源
の
構
造
か
ら
検
討
す
る
こ
と
。 

七
、
失
業
等
給
付
の
国
庫
負
担
割
合
の
判
定
基
準
と
さ
れ
る
「
基
本
手
当
受
給
者
実
人
員
七
十
万
人
以
上
」
に
つ
い
て
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
後
の
雇
用
構
造
も
踏
ま
え
、
実
態
に
応
じ
て
適
宜
見
直
し
の
検
討
を
す
る
こ
と
。 

八
、
雇
用
保
険
部
会
報
告
に
示
さ
れ
た
新
た
な
国
庫
繰
入
制
度
の
運
用
の
考
え
方
を
尊
重
し
、
雇
用
保
険
法
第
七
十
二
条
に
お

け
る
重
要
事
項
と
し
て
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
省
令
等
へ
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

九
、
超
高
齢
化
と
人
口
減
少
に
直
面
す
る
我
が
国
に
お
い
て
、
失
業
の
予
防
、
雇
用
状
態
の
是
正
、
雇
用
機
会
の
増
大
等
の
機

能
を
担
う
雇
用
安
定
事
業
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
雇
用
施
策
の
中
で
も
そ
の
位
置
付
け
や
重
要
度
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
高
ま
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っ
て
い
る
こ
と
や
、
同
事
業
が
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
果
た
し
た
役
割
等
に
鑑
み
、
同
事
業
に
つ
い
て
、
国
庫
負
担
の
在

り
方
を
含
め
た
真
摯
な
議
論
を
早
期
に
開
始
す
る
こ
と
。 

十
、
令
和
六
年
度
ま
で
に
、
育
児
休
業
給
付
等
の
国
庫
負
担
割
合
の
引
下
げ
の
暫
定
措
置
の
見
直
し
だ
け
で
な
く
、
育
児
休
業

給
付
の
財
源
確
保
の
在
り
方
を
含
め
、
雇
用
労
働
者
に
限
ら
ず
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て
就
業
す
る
者
な
ど
を
含
む
全
て
の

働
く
者
の
育
児
・
子
育
て
を
広
く
社
会
で
支
援
す
る
体
制
の
構
築
を
検
討
す
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
男
性
の
出
生
時
育
児
休

業
及
び
育
児
休
業
の
取
得
促
進
に
向
け
て
、
先
般
の
改
正
法
の
施
行
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
更
な
る
施
策
の
充
実
を
検
討

す
る
こ
と
。 

十
一
、
失
業
等
給
付
の
積
立
金
か
ら
の
借
入
額
に
係
る
雇
用
安
定
資
金
か
ら
の
返
済
必
要
額
に
つ
い
て
は
、
労
使
が
拠
出
し
た

失
業
等
給
付
に
係
る
保
険
料
を
保
全
す
る
観
点
か
ら
、
返
済
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
と
の
関
係
も

含
め
て
検
討
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
雇
用
保
険
二
事
業
の
実
施
の
状
況
、
使
用
者
側
の
負
荷
の
状
況
等
を
勘
案
す
る
こ
と
。

加
え
て
、
育
児
休
業
給
付
資
金
に
つ
い
て
も
、
失
業
等
給
付
の
積
立
金
か
ら
借
入
れ
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
同
様
の
検
討
を

行
う
こ
と
。 

十
二
、
失
業
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
は
受
け
皿
と
な
る
産
業
・
企
業
、
雇
用
機
会
の
創
出
が
不
可
欠
で
あ
り
、
厚
生
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労
働
省
に
お
い
て
も
、
雇
用
政
策
の
一
環
と
し
て
、
必
要
な
予
算
措
置
を
行
っ
た
上
で
、
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
創
出

に
こ
れ
ま
で
以
上
に
取
り
組
む
こ
と
。 

十
三
、
雇
用
調
整
助
成
金
等
に
つ
い
て
は
、
特
に
業
況
が
厳
し
い
企
業
・
地
域
に
お
い
て
、
今
後
も
最
大
十
分
の
十
の
特
例
措

置
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
制
度
設
計
や
手
続
の
検
討
を
行
う
こ
と
。
特
例
と
し
て
創
設
さ
れ
た
休
業
支
援
金
制
度
の
効

果
、
適
用
対
象
範
囲
の
妥
当
性
及
び
申
請
手
続
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
方
の
支
援

に
関
す
る
実
効
性
の
あ
る
仕
組
み
の
検
討
を
行
う
こ
と
。 

十
四
、
改
正
後
の
職
業
安
定
法
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
対
応
が
必
要
と
な
る
苦
情
処
理
体
制
の
整
備
や
募
集
情
報
の
的
確
表
示

等
の
措
置
が
全
て
の
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
に
お
い
て
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
従
前
の
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
に

加
え
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
の
定
義
の
拡
大
に
よ
り
新
た
に
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
と
な
る
事
業
者
に
対
し
て
も
、
改

正
内
容
の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

十
五
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
等
が
求
人
等
に
関
す
る
情
報
を
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保
つ
た
め
に
講
ず
る
べ
き
措
置
等

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
事
実
と
異
な
る
募
集
情
報
を
信
じ
た
結
果
、
不
利
益
を
受
け
る
者
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
求

職
者
保
護
の
観
点
を
最
大
限
重
視
し
た
上
で
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

- 7-



十
六
、
虚
偽
の
表
示
又
は
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
表
示
に
よ
っ
て
不
利
益
を
受
け
た
求
職
者
を
適
切
に
救
済
で
き
る
よ
う
、
労
働

局
等
に
お
け
る
相
談
体
制
を
強
化
・
拡
充
す
る
こ
と
。
ま
た
、
募
集
情
報
等
の
的
確
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
労
働
市
場
が
的

確
か
つ
効
率
的
に
機
能
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
虚
偽
の
表
示
等
を
繰
り
返
す
よ
う
な
悪
質
な
事
業
者
に
対

し
て
は
、
立
入
検
査
や
助
言
・
指
導
、
改
善
命
令
等
の
措
置
を
躊
躇
な
く
実
施
す
る
こ
と
。 

十
七
、
業
務
委
託
や
請
負
な
ど
雇
用
形
態
以
外
の
仕
事
を
仲
介
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
仕
事
を
探
す
者
の
適
切
な
保
護
が

図
ら
れ
る
よ
う
、
改
正
後
の
職
業
安
定
法
の
運
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
・
ト
ラ
ブ
ル
一
一
〇
番
に
寄

せ
ら
れ
た
相
談
内
容
等
を
踏
ま
え
て
、
必
要
な
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
。 

十
八
、
雇
用
仲
介
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
人
工
知
能
の
利
用
に
関
し
、
実
態
の
把
握
及
び
調
査
研
究
を
実
施
し
、
労
働
者
保
護
の
観

点
か
ら
、
必
要
な
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
。 

十
九
、
職
業
能
力
開
発
施
策
に
係
る
財
源
も
含
め
た
労
働
者
の
職
業
能
力
開
発
機
能
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
幅
広
く
労
働
政
策

審
議
会
で
議
論
を
行
う
と
と
も
に
、
雇
用
保
険
二
事
業
の
能
力
開
発
事
業
、
す
な
わ
ち
雇
用
保
険
制
度
の
枠
内
で
の
対
応
に

は
限
界
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
会
計
等
の
活
用
の
検
討
を
含
め
、
関
係
省
庁
の
連
携
を
強
化
し
て
政
府
全
体
で
推
進
し
て

い
く
こ
と
。 
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二
十
、
改
正
後
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
に
よ
り
法
定
化
さ
れ
る
協
議
会
の
構
成
員
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
企
業

や
地
域
の
実
情
だ
け
で
な
く
、
産
業
構
造
の
変
化
と
そ
れ
に
よ
る
雇
用
の
変
化
等
に
対
応
で
き
る
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、

多
様
な
事
情
を
持
つ
求
職
者
や
就
労
困
難
者
の
就
職
に
つ
な
が
る
訓
練
メ
ニ
ュ
ー
の
開
発
に
資
す
る
よ
う
、
同
条
第
一
項
第

七
号
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
関
係
機
関
が
必
要
と
認
め
る
者
」
を
十
分
に
活
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 
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